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公益財団法人全日本スキー連盟

会長原田雅彦殿

く財務諸表等監査＞
監査意見

独立監査人の監査報告書

太陽有限資任監査法人

東京事務所

令和7年9月9日

如門惜負公認会計士内野揺正

当監杢法人は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づく監査に準じて、

公益財団法人全日本スキ一連盟の令和6 年 8 月 1 日から令和7年 7 月 31 日までの令和7年度の貸借対照表、損益計

算害（公益認定等ガイドライン第5章第2節第1 (2)の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。） 及び財務諸表

に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、貸借対照表内訳表及び正味財産増減計算書内訳表（以下、

これらの監査の対象書類を 「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、

当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減 ）の状況を、全ての重要な点において適正に表示している
ものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監奎を行った。監査の基準にお

ける当監査法人の責任は、 「財務諸表等の監森における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国に

おける職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果た

している。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書並びに財産目録のうち意見の対象とされていない部分である。

理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の報告プ

ロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

当監森法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の

記載内容に対して意見を表明するものではない。
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監杢人は、 監事に対して、 計画した監査の範囲とその実施時期、 監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備

を含む監奎上の重要な発見事項、 及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

く財産目録に対する意見＞

財産目録に対する監査意見

当監査法人は、 公益社団法人及ぴ公益財団法人の認定等に関する法律第23条の規定に基づく監査に準じて、

公益財団法人全日本スキ ー 連盟の令和7年7月31日現在の令和7年度の財産目録（「貸借対照表科目」、 「金額」 及び

「使用目的等」 の欄に限る。 以下同じ。）について監査を行った。

当監査法人は、 上記の財産目録が、 我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠してお

り、 公益認定関係書類と整合して作成されているものと認める。

財産目録に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、 財産目録を、 我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠するととも

に、 公益認定関係書類と整合して作成することにある。

監事の責任は、 財産目録作成における理事の職務の執行を監視することにある。

財産目録に対する監査における監査人の責任

監査人の賓任は、 財産目録が、 我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しており、

公益認定関係書類と整合して作成されているかについて意見を表明することにある。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、 公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査報 告 書

公益財団法人 全日本スキー連盟

会長 原田 雅彦 殿

令和7年9月11日

公益財団法人 全日本スキー連盟

監 事

監 事

監 事

腎冨信編
①山合、璧

摺珀慕鬱
私たち監事は、公益財団法人全日本スキ ー連盟の、令和7年度（令和6年8月1日から

令和7年7月31日まで）における業務及び会計について監査を行い、 その結果を次の通

り報告します。

1 監査の方法及び内容

(1) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席あるいはその審議事項につい

て報告を受け、理事及び事務局職員等から業務の執行状況について聴取し、 関係書

類を閲覧するなど必要と思われる監査手続を用いて業務執行の妥当性を検討しま

した。

(2) 会計監査については、 監査法人からの監査の状況の報告を受け、 必要に応じて、

会計帳簿の調査を行い、貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書並びに財

産目録について閲覧など監査手続を用いて計算書類の正確性を検討しました。

2、 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告の内容は法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の業務執行の状況は適正であり、法令もしくは定款に違反する重大な事実

はないと認めます。

(2) 計算書類及び附属明細書並びに財産目録の監査結果

貸借対照表、正味財産増減計算書及び附属明細書並びに財産目録は、会計帳簿

の金額と 一致し、 適正かつ正確に処理されていると認めます。
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